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歳入法典第 19 条に定められた召

喚 状 の 発 行 期 限 に 関 する 税 務

ルーリング no.41/2560 が発効しま

した。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

特別な規定がある場合を除き、歳入法典第19条により、

虚偽、または不正な税務申告を行ったと判断するに足

る理由がある納税者に対し、税務申告書の提出日から

2年以内に召喚状を発行する権限が税務調査官に与え

られています。納税者は調査に応じ、会計記録、関連

文書、証拠書類を提出することが求められます。ただし、

納税者が意図的に脱税を行った証拠や、そう推定する

に足る理由がある場合は、歳入局長官は召喚状を発行

する期限を申告書提出日から最長5年まで延長すること

ができます。

一方、歳入法典第3条の8第2項には、財務大臣が認め

た場合には、歳入法典に定める全ての期限を延長もし

くは繰り延べすることができると規定されています。

そのため、歳入局は租税委員会に対し、税務申告書の

提出後2～5年以内に召喚状を発行しなかったケースに

ついて、歳入法典第3条の8第2項に基づいて財務大臣

が召喚状を発行する期限を延長することが可能か否か

の税務ルーリングを求めました。

租税委員会は、申告書提出後に歳入局が召喚状を発

行できる期限と、それを歳入局長官が延長できる期限を

詳細に定めたものが歳入法典第19条であるとし、同法

第3条の8第2項は一般規定に過ぎず、同法第19条が
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定める召喚状発行期限およびその延長に適用することはできないとした税務ルーリングno.41/2560を発行し、2017年3

月21日に発効しました。

より詳しい情報、または個別案件への取り組みにつきましては下記担当者にご連絡ください。
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